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1電話の議|::まず麟ツクスアンサ■ヽアクセス|!

よ<ある国税の質問は国税庁ホームベージ

「タックスアンサー」で調べることができます。
(24時間利用可能 )
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○医療費を支払ったとき
〇年の途中で退職したとき
○マイホームを取得又はリフォームしたとき
○マイホーム資金を親などから贈与されたとき
○土地や建物を売つたとき など
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左記のサイ トは、

上の QRコードから

もご覧になれます。

「タ ック スア ンサ ー」を利用するには、インターネット環境の

あるパソコンやスマー トフォンで「タックスアンサー」と検索する

か、上の QRコー ドを専用のリーダーで読み取つて<ださい。
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タックスアンサー

静岡税務署・清水税務署
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PC・ スマー トフォン等から

検索


